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第２章 

 
熊谷市自治会連合会について 
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熊熊谷谷市市自自治治会会連連合合会会ととはは  
 

１ 概要 
 単位自治会長を会員とし、自治会活動の円滑な推進と熊谷市の発展に寄与すること

を目的としています。会長１名、副会長１１名と５６名の理事で、自治会に共通する

問題についての調査研究、熊谷市との連絡等を行っています。 
 

２ 事業について 
 熊谷市自治会連合会では、主に次のような事業を実施しています。 
 
 ①市報等広報紙の配布（毎月） 

熊谷市自治会連合会は、市から市報と行政機関等の広報紙の配布事業を受託し、

協力しています。配布業務は全ての自治会に協力いただき配布していますが、年

間一世帯８５０円の配布委託料が交付されています。熊谷市自治会連合会では、

その委託料を配布世帯数に応じて各自治会へ交付しています。 
なお、配布世帯数の増減は、「広報紙等配布委託料に係る調査報告書」の提出を

自治会長へ依頼し、確認します。（年１回、１６ページ及び１８ページ参照） 
 
②総会・自治会長表彰（5 月） 

  熊谷市自治会連合会の総会は例年５月に開催しています。 
また、自治会活動に尽力している自治会長等に対し、感謝の意を表するため、熊

谷市自治会連合会表彰規程に基づき、表彰しています。 
 

表彰の種類は、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 

○自治会長在職５年 

○自治会長在職１０年 

○副会長又は会計在職１０年以上（自治会長推薦が必要です。） 

○自治会連合会会長、自治会連合会副会長及び地区自治会連合会会長を退任

した自治会長 

○２０年以上在職し退任した自治会長 
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③くまがや自治連だより「ひろば」 
  熊谷市自治会連合会の発行する広報紙です。市内の自治会の 
活動状況や、自治会連合会の事業報告を写真付で紹介します。 
令和元年度まで年２回発行してきましたが、同年度に自治会連 
合会ホームページを立ち上げたことから、令和２年度から年１ 
回の発行としています。 

 
 
 
 ④新任自治会長研修（６～７月） 

 新任自治会長を対象に、自治会のあり方や運営方法、市とのつながりについて

知っていただき、円滑な自治会運営が行えるよう支援することを目的とした研修

会を開催しています。 
 

⑤自治会デジタル化支援事業 
 令和４年度から、自治会の皆様にスマートフォンに親しんでいただくため、「自

治会長スマホ体験講座」と「自治会出張スマホ講座」を実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥自治会活動支援 講師派遣事業 
 令和４年度から、講演会や研修会等を実施したいと希望される単位自治会や地

区自治会連合会に、専門家講師を派遣しています。 
（テーマ：「終活（エンディングノート）・相続」、「老後」、「笑いと健康」等） 
 
⑦その他研修等 
 自治会長を対象に、専門知識の習得や自治会同士の気軽な情報交換を目的として、

研修・講演会等を行っています。実施内容や時期は、年度によって異なります。 
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３ その他 

 ①会費の徴収 
 熊谷市自治会連合会の会費は、一世帯３０円を広報紙等配布委託料（８月末日

振込）から差し引いて徴収しています。 
 

 ②回覧板 
 令和６年度に回覧板を作製し、各自治会に配布いたしました。前回同様に防水

タイプですので、水やお湯で洗い流すことや、除菌スプレーを吹き付けることも

できます。 
班数が増えた等の理由で回覧板が必要な場合は、事務局（市民活動推進課又は

各行政センター地域振興係）までお越しください。 
 
 
 
 

 
③加入促進リーフレット 
 多数の会員から要望のありました、多言語の加入促進リーフレットを令和２年

度に作成しました。 
 日本語版のリーフレットと同じ内容の他言語版（英語、中国語、韓国語、ベト

ナム語、タガログ語、ポルトガル語）です。ご活用ください。 
 
   日本語版（表）      日本語版（裏） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
④加入促進マニュアル 
 転入した方をどう勧誘したらいいのか、どのような文書なら自治会活動に対し

て、興味を持ってくれるのか等、加入促進のためのマニュアルを作成しています。

毎年、総会資料の送付時に２冊ずつ同封しています。 

＜注意事項＞ 
・原則１年度内で班数を上限とした冊数を配付できます。 

  （例：班が 10 班ある自治会→10 冊までお渡しできます。） 
・数に限りがあるためご要望にお応えできない場合もあります。 



- 15 - 
 

 

 ⑤自治会活動ハンドブック 
  この冊子です。自治会活動のノウハウが掲載してあります。毎年、総会資料を皆

さんに送付するときに、２冊ずつ同封しています。 
  自治会連合会のホームページにも掲載していますので、適宜ご活用 
ください。 

 

４ 熊谷市自治会連合会組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎事務局 

 市民活動推進課 自治振興係 TEL：048-524-1129（直通） 

 大里行政センター地域振興係 TEL：0493-39-0311（代表） 

 妻沼行政センター地域振興係 TEL：048-588-1328（直通） 

 江南行政センター地域振興係 TEL：048-536-1522（直通） 

自治連 HP 
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５ 手続の方法について 
 熊谷市自治会連合会に届出が必要な主な手続を、記入例とともに解説します。 
ご記入いただいた書類は、自治会連合会事務局（市民活動推進課、各行政センター

地域振興係）へご提出ください（郵送や FAX、メールに添付等により、届出が可能

です。）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

①広報紙等配布数報告書 

 広報紙等配布委託料の算出根拠として提出する書類です。事務局では配布部数を

把握するため、４月に各自治会へ配布数の報告を依頼します。配布部数に変動がな

い場合も、必ず基準日の配布数を記載の上、ご報告願います。 
 報告は、年１回です（記入例は１８ページをご覧ください。）。 

◎依頼時期：４月（基準日：４月１日） 
・基準日の配布部数をご記入の上、期限までにご提出ください。 

  ・自治会の加入世帯数と班数の記入もお願いします。 
 ※注意事項 
  ・地区によっては地区連合会長が取りまとめているところもあります。 

・世帯数の増減により広報紙の配布部数を変更する場合は、広報広聴課への 
連絡が必要です。手続方法については、３４ページをご参照ください。 

・ご報告いただいた配布部数を元に年間の委託料を算出し、８月末にお振り 
込みいたします。 

②口座変更届 

 広報紙等配布委託料振込先の口座に変更があった時に提出する書類です。変更が

あった場合は、振込日（８月末）の１か月前までにご提出ください。なお、事務局

では配布数報告書の通知に合わせ、４月上旬に口座変更届を郵送します。変更があ

った場合は早急にご提出願います（記入例は１９ページをご覧ください。）。 
◎受付時期：随時 

 

③自治会長変更届 

 自治会長の変更があった時に提出する書類です。必要事項をご記入の上、自治会

連合会事務局までにご提出ください。なお、事務局では年度末の役員交代に合わせ、

２月下旬に自治会長変更届を郵送します。変更のあった場合は早急にご提出願いま

す（記入例は２０ページをご覧ください。）。 
◎受付時期：随時 
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④熊谷市メール配信サービス「メルくま」の登録 

 熊谷市自治会連合会では、平成２７年１２月１７日に熊谷警察署、熊谷市との三者で

「熊谷市犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結しました。 
 この協定により、通り魔的な殺傷事件等の住民の生命身体に危険の及ぶおそれのある

重要犯罪情報等について、熊谷警察署からの依頼に基づき、自治会を通じての注意喚起

を行うことになりました。 
 つきましては、迅速・正確に情報を取得することができる「メルくま」の受信登録に

ご協力をお願いします。 
 なお、事務局では、年１回「メルくま」受信登録状況の調査を行っています。調査の

通知が届きましたら、「メルくま」受信登録状況について、回答書の提出をお願いしま

す（記入例は２１ページをご覧ください。）。 
 
 
 ≪登録方法≫ 
(1)携帯電話、パソコンから以下の宛先にメールを送信します。 
 宛先に touroku@sg-p.jp と入力してください。 
 右のコードを読み取り、サイトから空メールを送信しても登録 
 できます。 
(2)「メルくま」登録用のメールが自動的に届きます。 
  ※メールが届かない場合は迷惑メール防止設定を確認してください。 
(3)メールに記載されたアドレスにアクセスします。 
(4)登録画面が表示されます。「メール配信に同意する」を選択します。 
(5)配信内容を選択します。 
(6)利用者の小学校区を選択します。 
(7)最終確認の画面です。 
 「入力内容を登録する」を選択します。 
(8)登録完了です。これ以降は自動的にメールが届きます。 

  

来庁いただかずに届出が可能な手続きが増えています 

利便性向上の観点から、窓口以外でできる 

申請・届出がありますので、ご活用ください。 

 

・郵送の場合  通知に同封している緑色の返信用封筒 

・F A X   ０４８－５２１－０５２０ 

・メ ー ル  kuma-jichiren@kjc.biglobe.ne.jp 
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配布数報告書記入例 
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口座変更届 記入例 

※通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付してください。 
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自治会長変更届記入例 
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メルくま受信状況回答書 記入例 
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自治会連合会ホームページ 
皆様からの情報をお待ちしています。 

 

令和元年度に、自治会連合会のホームページを開設しました。 

連合会事業をはじめ、各自治会の活動なども紹介しています。 

自治会の役員さんだけでなく、市民の皆さんに親しみをもっていただけるような 

ページを目指していますので、どうぞご協力をお願いいたします。

 

 
熊谷市自治会連合会  で 検索！ 

 
✿ホームページでは口座変更届や会長変更届等をダウンロードできます。

各種届出は、郵送やメール等により、来庁いただかずに手続きが完了

するものもありますので、ぜひご活用ください。 

 

https://kumagaya-jichiren.com 


